
ストレスチェックサービス
　　　　　　　のご案内

会社経営者の皆様へ

労働安全衛生法の改正への対応は進んでいますか？

労働安全衛
生法の

改正に伴い、

従業員に対す
る

ストレスチェ
ックが

義務化されま
す！ 労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月より従業員50名以上の事業場は、従業員に対するストレスチェックを実施す

ることが義務化されます（従業員50名未満の事業場は、当面努力義務とされています。）。

ストレスチェックサービスのご利用にあたっては、代理店または東京海上日動までご連絡ください。
ストレスチェックの検査項目等は、今後の法令の改正動向に応じて変更となる場合があります。

東京海上日動のストレスチェックサービスをご利用ください！

メールアドレスをお持ちの従業員様に加えて、メールアドレスをお持ちでない従業員様にもストレス
チェックサービスを提供できます！
（※）Ｗebサイトを通じて提供いたします（PC・タブレット等を使用して、検査を実施いただけます）。

検査項目は、厚生労働省によって使用が推奨されている「職業性ストレス簡易調査票（57項目）」を使用しています！

ストレスチェックを受けていない従業員様にリマインドメールを発信できます！
（※）メールアドレスを登録いただいた従業員様に限ります。

検査終了後、すぐに従業員様ごとのストレスプロフィール（個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの)
を確認いただけます！

ストレスチェックの結果について、集団的に分析した結果をお客様に提供します！
これにより、職場ごとのストレスの状況を把握することができます。

レベルアップ
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労働安全衛生法の改正にあわせて、2015/12/1からサービス内容をレベルアップします！

裏面も
ご覧ください

無料

(※)上記以外にも、労働安全衛生法の改正に対応するため、以下の改定を2015/12/1から実施します。
・高ストレス者の基準と相談窓口の設定(検査で高ストレス者に該当した従業員様に対して、設定いただいた相談窓口を通知できます)
・検査の実施者となる産業医様等に対する、ストレスチェック結果の提供
・ストレスチェック結果の保存(東京海上日動メディカルサービス（サービス提供会社）が、実施事務従事者として、5年間保管します）



この機会に
ぜひご利用
ください！

次の制度または保険にご加入の方が対象です。 
●全国商工会議所の業務災害補償プラン（あんしんプロテクトW）
●東京商工会議所の業務災害補償共済（売上高方式）（あんしんプロテクトW）
●全国中小企業団体中央会の業務災害補償制度（経営ダブルアシスト）
●商工会の業務災害保険
●使用者賠償責任担保特約をセットしているTプロテクション（一般傷害保険）

●ストレスチェックサービスのほか、メンタルヘルス対策を中心に、以下の
経営・労務に関するサービスが無料でご利用いただけます！

※このチラシは、経営・労務サポートサービスの概要を記載したものです。詳しくは「経営・労務サポートサービス　サポートブック」をご用意しておりますので、必要に応じて、代理店または
東京海上日動にご連絡ください。ご不明点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※各サービスメニューは、予告なく変更となる場合があります。また、一部の地域ではご利用いただけないサービスもございますのでご了承願います。
※各サービスメニューは、東京海上日動が提携会社を通じてご提供します。

【取扱代理店】 【引受保険会社】

【担当課支社】

お問い合わせ先

07A1-GJ05-15004-201507
E14-84890新201508

ご利用の場面 サービス内容

最近休みがちな従業員について、専門家に相談したい。

メンタルヘルス不調を抱える休職者を職場復帰させるために、社内の体制整
備をしたい。

トラブルの
早期発見・早期対応

トラブルの
改善対応・事後対策

日常サポート

メンタルケア・ホットライン

休業職場復帰サポート

パワハラやセクハラなどの再発防止のために、社内で管理職向けのセミナー
を開催したい。 労務トラブル防止セミナー

助成金や労務リスクの診断を受けたい。 経営支援・診断サービス

事業継承に関する自社株評価額対策や相続対策などについて、専門家に相談したい。 法律・税務・労務ホットライン

家族の介護で困っている従業員の相談窓口がほしい。 デイリーサポート

ストレスチェック制度の全体像（イメージ）と本サービスの対応範囲
（※) 色を付けた四角部分 について、ストレスチェックサービスで対応可能です。

面接指導の結果を
事業者（=事業主）で
５年間保存

ストレスチェック
結果の通知（個人）

2

ストレスチェック集計
結果の通知（組織）

2

セルフケアに関する
アドバイス

高ストレス者
かつ希望者

3

事業者（＝事業主）に
おいて、必要に応じ
就業上の措置

5

集団的分析
3

事業者（＝事業主）に
おいて、職場環境改善
のために活用

4

●目的
●実施体制
●実施方法
●情報の取扱い
●ストレスチェック
　結果の保存
●結果の提供に関する
　同意取得方法
●情報の取扱いに
　関する苦情処理

等

衛生委員会で
調査審議

●実施時期　●検査実施者　●対象人数　●実施人数　●面接指導実施者　●面接指導人数　●集団分析実施の有無
規模50人以上の事業場では、所定の書式に基づき、労働基準監督署へ報告

医師、保健師等による
ストレスチェックの実施

個人への対応

結果を5年間保存

1

組織への対応

医師（事業場の産業医等）
による面接指導の実施

4

意見（就業区分 )
・通常の勤務でよい
・勤務を制限する必要がある
・勤務を休む必要がある

サービスの
対象となる方


